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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】熱変形性のダイシングテープを用いて、ダイシ
ングし、これをピックアップする際に、ダイシングテー
プの変形時における周辺チップの飛散等（飛散や傾き）
を防止する。
【解決手段】チップ状部品のピックアップ方法は、加熱
により変形する層を有するダイシングテープＤＴに貼着
した板状部品を切断分離し、周辺チップ６とチップ状部
品５とを含む複数のチップを得るダイシング工程と、ダ
イシングテープを吸引可能な吸引部材１１に、ダイシン
グテープＤＴの背面を対面させて、周辺チップ６を保持
する部分に対応する背面を吸引する吸引工程と、テープ
ＤＴを変形させるための加熱を行う加熱工程と、チップ
状部品５の上面より、吸引コレットでチップ状部品５を
吸引把持して、ダイシングテープＤＴから取り上げるピ
ックアップ工程とを備え、加熱工程の際に、吸引工程の
吸引を行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱により変形する層を有するダイシングテープに貼着した板状部品を切断分離し、周
辺チップとチップ状部品とを含む複数のチップを得るダイシング工程（１）と、
　前記ダイシングテープを吸引可能な吸引部材に、前記周辺チップおよびチップ状部品を
保持しているダイシングテープの背面を対面させて、
　前記ダイシングテープの周辺チップを保持する部分に対応する背面を吸引する吸引工程
（２）と、
　該テープを変形させるための加熱を行う加熱工程（３）と、
　前記チップ状部品の上面より、吸引コレットでチップ状部品を吸引把持して、ダイシン
グテープから取り上げるピックアップ工程（４）とを備え、
　加熱工程（３）の際に、吸引工程（２）の吸引を行うチップ状部品のピックアップ方法
。
【請求項２】
　吸引工程（２）と、加熱工程（３）とを同時に開始する、請求項１に記載のピックアッ
プ方法。
【請求項３】
　さらに、ダイシングテープのチップ状部品を保持する部分に対応する背面を、加熱工程
（３）の際に吸引部材によって吸引する吸引工程（５－１）を備える請求項１または２の
チップ状部品のピックアップ方法。
【請求項４】
　さらに、ダイシングテープのチップ状部品を保持する部分に対応する背面を、加熱工程
（３）の後に吸引部材によって吸引する吸引工程（５－２）を備える請求項１または２の
チップ状部品のピックアップ方法。
【請求項５】
　板状部品が、回路を有する半導体ウエハであり、チップ状部品が半導体チップである請
求項１～４の何れかに記載のピックアップ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップなどのチップ状部品のピックアップ方法に関する。より詳細に
は、例えば、半導体チップ等の小型電子部品の製造工程において、加熱により変形する層
を有するダイシングテープ上の保持されたチップ状部品を、ダイシングテープを加熱変形
させることで接着力を低減し、チップ状部品をピックアップする方法に関する。
【従来の技術】
【０００２】
　従来より、半導体ウエハなどの多数の部品が形成された板状部品を部品毎のチップ体に
分割する際には、ダイシングテープにより板状部材を固定して、部品毎に切断分離（ダイ
シング）するダイシング工程を行なっている。そして、このダイシング工程によって分割
された個々のチップ状部品を、ダイシングテープからピックアップして（取り上げて）、
例えば、別途用意したＴＡＢテープなどの電子部品実装用フィルムキャリアテープなどに
ダイボンディングして、半導体装置などの所望の装置を得ている。
【０００３】
　チップ状部品をダイシングテープからピックアップする際には、ダイシングテープの背
面から突き上げ針を突き上げて、チップ状物品をダイシングテープから剥離して、チップ
状部品の上面より吸引コレットで吸引把持する方法が採用されている。近年、半導体ウエ
ハは、実装効率を向上させるため、その厚さを極めて薄くするようになっている。このた
め、突き上げ時の衝撃で、チップ状部品が破損するおそれが高くなってきている。
【０００４】
　特に近年では、チップの薄化傾向とともに貫通電極の設けられた、いわゆるＴＳＶ（Ｔ
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ｈｒｏｕｇｈ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖｉａ）チップが用いられることが増えてきたが、この
ようなＴＳＶチップ用のウエハには貫通電極が設けられており、隣接する貫通電極の間が
わずかな衝撃でも破壊されやすいので、突き上げ針による突き上げを行わないピックアッ
プ方法が求められている。
【０００５】
　このような状況に鑑みて、本出願人は、特許文献１（特開平１０－２３３３７３号公報
）、特許文献２（特開平１０－２８４４４６号公報）、特許文献３（特開平１１－３８７
５号公報）、特許文献４（特開２００４－１１９９９２号公報）に開示されるように、ピ
ックアップの際に、突き上げ針による突き上げを行なうことなく、吸引コレットによる吸
引のみで、チップ状部品をダイシングテープからピックアップできるダイシングテープお
よび装置を提案した。
【０００６】
　これら特許文献１～４に開示されたダイシングテープを用いたピックアップ方法の概略
的な機構を示せば、以下のとおりである。すなわち、図１に示すように、ダイシングテー
プＤＴは、非収縮性フィルム１と、収縮性フィルム２と、粘着剤層３とからなり、非収縮
性フィルム１と、収縮性フィルム２とは直接積層されていてもよく、図示したように接着
剤層４を介して積層されていてもよい。
【０００７】
　上記のようなダイシングテープＤＴの粘着剤層３を、半導体ウエハＳＷに貼着し、複数
のチップにダイシングする。ダイシングの結果、半導体ウエハの周縁部も切断され、製品
となるチップ状部品５のほか、後述する「周辺チップ６」も生成する。ダイシング時には
、図２に示すように、半導体ウエハとともに収縮性フィルム２を完全に切断しておく。ま
た、ダイシングテープＤＴの外周部はリングフレーム７により固定しておく。ダイシング
直後には、各チップは、ダイシングブレードの幅の間隔で整列している。続いて、加熱に
より収縮性フィルム２を収縮させる。チップ直下の収縮性フィルム２の収縮に伴い、粘着
剤層３も変形し、図３に示すように、チップ状部品５と粘着剤層３との接触面積が激減し
、またこの際にチップ状部品５と粘着剤層３との間にずれ応力が生じるため、チップ状部
品５と粘着剤層３との接着力が低下し、ピックアップが容易となる。
【０００８】
　また、特許文献５（特開２００２－２８０３３０号公報）には、上記のようなダイシン
グテープを用いて板状部材をダイシングし、ダイシングテープを加熱変形して、チップと
ダイシングテープとの間の接着力を低下した後に、ダイシングテープの背面側から吸引す
ることで、さらにチップとダイシングテープとの間の接着力が低下し、ピックアップを容
易にする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－２３３３７３号公報
【特許文献２】特開平１０－２８４４４６号公報
【特許文献３】特開平１１－３８７５号公報
【特許文献４】特開２００４－１１９９９２号公報
【特許文献５】特開２００２－２８０３３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　半導体チップに代表されるように、チップ状部品には、小型化、薄化、軽量化が求めら
れ続けている。チップ状部品の小型化、薄化、軽量化が進められた結果、上記のようなダ
イシングテープを用いた際に、特に加熱工程において、いわゆる「周辺チップ」が飛散す
るなどの現象が多発するようになった。
【００１１】
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　図４に示すように、半導体ウエハＳＷを、回路８毎に区画するダイシングラインＤＬに
沿って切断分離すると、内周部においては製品となるチップ状部品５が生成し、外周部に
いわゆる「周辺チップ６」が生成する（以下、チップ状部品と周辺チップを総称して単に
「チップ」と記載することがある）。周辺チップ６には通常回路が形成されておらず、ま
た形状もいびつであり、製品とはならない。周辺チップの多くは三辺または二辺のみが切
断された状態にある。
【００１２】
　製品となるチップ状部品５に隣接する周辺チップ６の側部では、収縮性フィルム２が完
全に切断されているが、リングフレーム７側の収縮性フィルム２は切断されていない。す
なわち、チップ状部品５がリングフレームとは断絶した収縮性フィルム２上に粘着剤層３
を介して保持されているのに対し、周辺チップ６は、一端がリングフレームに固定された
収縮性フィルム２上に粘着剤層３を介して保持されている。
【００１３】
　このような状態で収縮性フィルムの変形（収縮）を行うと、周辺チップ６が粘着剤層３
から剥離し、飛散してしまうことがある。特に、チップの近年の小型化、薄化、軽量化に
より、周辺チップも同様に小型化、薄化、軽量化したため、このような飛散が起こりやす
くなってきた。飛散した周辺チップ６は、チップ状部品５上にも落下し、チップ状部品５
の回路を破損したり、またチップ状部品５のピックアップを妨害したりする。また、周辺
チップ６が飛散しないまでも、加熱変形により傾き、ダイシングテープに対する水平を保
たずにダイシングテープ上に残存し、搬送時の不具合の原因となる場合がある。
【００１４】
　本発明は、上記のような状況に鑑みてなされたものであって、熱変形性のダイシングテ
ープを用いて、半導体ウエハ等の板状部材をダイシングし、チップ状部品を製造し、これ
をピックアップする際に、ダイシングテープの変形時における周辺チップの飛散等（飛散
や傾き）を防止するとともに、突き上げ針による突き上げを行なうことなく、チップ状部
品をピックアップすることができるチップ状部品のピックアップ方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決する本発明は、下記の要旨を含む。
［１］加熱により変形する層を有するダイシングテープに貼着した板状部品を切断分離し
、周辺チップとチップ状部品とを含む複数のチップを得るダイシング工程（１）と、
　前記ダイシングテープを吸引可能な吸引部材に、前記周辺チップおよびチップ状部品を
保持しているダイシングテープの背面を対面させて、
　前記ダイシングテープの周辺チップを保持する部分に対応する背面を吸引する吸引工程
（２）と、
　該テープを変形させるための加熱を行う加熱工程（３）と、
　前記チップ状部品の上面より、吸引コレットでチップ状部品を吸引把持して、ダイシン
グテープから取り上げるピックアップ工程（４）とを備え、
　加熱工程（３）の際に、吸引工程（２）の吸引を行うチップ状部品のピックアップ方法
。
【００１６】
［２］吸引工程（２）と、加熱工程（３）とを同時に開始する、［１］に記載のピックア
ップ方法。
【００１７】
［３］さらに、ダイシングテープのチップ状部品を保持する部分に対応する背面を、加熱
工程（３）の際に吸引部材によって吸引する吸引工程（５－１）を備える［１］または［
２］のチップ状部品のピックアップ方法。
【００１８】
［４］さらに、ダイシングテープのチップ状部品を保持する部分に対応する背面を、加熱
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工程（３）の後に吸引部材によって吸引する吸引工程（５－２）を備える［１］または［
２］のチップ状部品のピックアップ方法。
【００１９】
［５］板状部品が、回路を有する半導体ウエハであり、チップ状部品が半導体チップであ
る［１］～［４］の何れかに記載のピックアップ方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明においては、熱変形性のダイシングテープ上に整列保持されたチップ状部品を、
該ダイシングテープを加熱変形させてピックアップする際に、前記ダイシングテープの周
辺チップを保持する部分に対応する背面が吸引された状態で該テープを加熱変形している
。ダイシングテープの周辺チップを保持する部分に対応する背面を吸引により加熱工程の
際に固定しているため、周辺チップが保持されたダイシングテープ周縁部の加熱工程にお
ける急激かつ過度な変形を抑制できる。このため、周辺チップの飛散等が抑制され、チッ
プ状部品の破損が防止される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明で使用可能なダイシングテープの一実施形態の概略断面図である。
【図２】ダイシング工程を示す概略断面図である。
【図３】加熱工程を示す概略断面図である。
【図４】回路が形成された半導体ウエハの平面図である。
【図５】本発明の実施態様に係る真空吸引加熱装置の使用態様を示す断面図である。
【図６】本発明の実施態様に係る真空吸引加熱装置の使用態様を示す断面図である。
【発明の実施の形態】
【００２２】
　以下、本発明に係るチップ状部品のピックアップ方法の実施の形態について、添付図面
に基づいて説明する。
【００２３】
　本発明に係るピックアップ方法は、ダイシング工程（１）と、吸引工程（２）と、ダイ
シングテープの背面が吸引された状態で該テープを変形させるための加熱を行う加熱工程
（３）と、ピックアップ工程（４）とを備えることを特徴としている。以下、工程毎に説
明する。
【００２４】
＜ダイシング工程（１）＞
　ダイシング工程（１）では、加熱により変形する層を有するダイシングテープＤＴに貼
着した板状部品を、複数のチップに切断分離する。これにより、板状部材の内側から、通
常製品となるチップ状部品５と、チップ状部品５の外周に位置する、廃棄またはリサイク
ルされる周辺チップ６が得られる。
【００２５】
　本発明に適用可能な板状部品としては、その素材に限定はなく、ＴＳＶチップ用ウエハ
等の半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、ＦＰＣ、発光素子材料、半導体チップ
が載置され樹脂封止された基板などの有機材料基板、精密部品などの金属材料、またはこ
れらの複合材料など種々の物品に適用できる。
【００２６】
　本明細書では、図４に示したように、表面に回路８が形成された半導体ウエハＳＷを板
状部材の代表例にとり説明するが、本発明における板状部材は半導体ウエハに限定される
ことはない。
【００２７】
　本発明に使用可能な加熱変形可能なダイシングテープＤＴは、たとえば、図１に示した
ように、非収縮性フィルム１と、収縮性フィルム２と、粘着剤層３とがこの順に積層され
てなるものを採用できるが、加熱により変形する層を有していれば特に限定されない。非
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収縮性フィルム１と、収縮性フィルム２とは直接積層されていてもよく、図示したように
接着剤層４を介して積層されていてもよい。収縮性フィルムは加熱により収縮する熱収縮
性フィルムであることが好ましい。加熱変形した後に、粘着剤層３からチップ状部品５が
剥離しやすくなるように、粘着剤層３は紫外線硬化型のものが好ましい。このようなダイ
シングテープは、特許文献１～４にその詳細が記載されている。また、ダイシングテープ
ＤＴはこれに限らず加熱に変形する層を有していればよく、例えば、テープの任意の層に
加熱発泡剤が添加され、加熱発泡により該層が変形する粘着テープを使用してもよい。
【００２８】
　上記のようなダイシングテープＤＴ上に板状部材を貼着し、ダイシングブレードなどを
用いたダイシングなど公知の方法により、板状部材を切断し、チップ状部品５を得る（図
２参照）。板状部材が、表面に回路８が形成された半導体ウエハＳＷの場合には、回路毎
に区画するダイシングラインＤＬに沿って半導体ウエハを切断分離することで、半導体チ
ップ５が得られる。半導体ウエハの外周部には通常回路は形成されていない。半導体ウエ
ハをダイシングラインＤＬに沿って切断分離すると、外周部も異形のチップに切断され、
周辺チップ６が生成する。
【００２９】
　なお、板状部材のダイシングに際しては、板状部材とともに収縮性フィルム２を完全に
切断しておく。また、ダイシングテープＤＴの外周部はリングフレーム７により固定して
おく。ダイシング直後には、各チップは、ダイシングブレードの幅の間隔で整列している
。
【００３０】
　本発明の吸引工程（２）、加熱工程（３）、ならびに吸引工程（５－１）および（５－
２）の説明に先立って、図５を用いて本発明のチップ状部品のピックアップ方法を実施す
るための真空吸引加熱装置の実施の形態を説明する。図５に示したように、真空吸引加熱
装置１０は、例えば、ポーラスなセラミック材料により形成された吸引テーブル１１を備
えており、バキュームライン１２を介して、図示しない真空ポンプなどの真空源の作用に
よって負圧により、チップ状部品５および周辺チップ６が保持されている部分に対応する
ダイシングテープＤＴの背面を吸引固定するように構成されている。ポーラスなセラミッ
ク材料１１には、チップ状部品が保持されている部分と、周辺チップ６が保持されている
部分とに対応するダイシングテープＤＴの背面を別々に吸引できるように、隔壁１４が設
けられており、また、バキュームライン１２は隔壁１４で区画された領域を別々に吸引で
きるように分岐し、分岐部には分岐弁１５が設けられている。なお、この吸引テーブル１
１は、上記のようなセラミック材料に限定されず、チップ保持部に対応するテープ背面を
吸引できるように、多数の吸引孔が配置穿設された金属製の円盤を使用してもよい。また
、チップ状部品５および周辺チップ６が保持されている部分に対応するダイシングテープ
ＤＴの背面を同時に吸引する場合は、図６に示すように、隔壁１４は設けられていなくて
もよく、バキュームライン１２は分岐していなくてもよく、分岐弁１５は設けられていな
くてもよい。また、テーブルの上面は平滑な面の他、チップの大きさよりも小さい凹凸が
形成されているテーブルを使用するなど、種々の公知の吸引テーブルの構成を採用するこ
とができる。
【００３１】
　また、この真空吸引加熱装置１０は、ダイシングテープＤＴを熱収縮するために、ポー
ラスなセラミック材料の下方に位置し、バキュームライン１２の位置を避けて配置された
加熱手段１３を備える。この加熱手段１３として、シーズヒータがテーブル内に配設され
た構造、ラバーヒータとするなど周知の加熱手段が採用可能であり、特に限定されるもの
ではない。さらに、真空吸引加熱装置１０の上方には、ダイシングテープＤＴからチップ
を吸引剥離するために、図示しないが、吸引テーブル１１の上方の空間を上下左右に位置
移動自在な吸引コレットが配置されており、バキュームポンプ（図示せず）の作用によっ
て、ダイシングテープＤＴ上のチップをチップ毎に吸引固定するようになっている。
【００３２】
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　この実施形態の真空吸引加熱装置１０では、テープ裏面からの真空吸引を、チップ保持
部に対応するテープ背面に対して行う。また加熱装置１３を備えるため、テープＤＴを吸
引しつつ加熱を行うことができる。
【００３３】
＜吸引工程（２）＞
　本発明のピックアップ方法では、ダイシング工程後、後記の加熱工程（３）の際にチッ
プ状部品５および周辺チップ６を保持しているダイシングテープＤＴの背面を吸引部材に
対面させて、少なくともダイシングテープの周辺チップ６を保持する部分に対応する背面
を吸引する。加熱工程（３）の実施をする際には、ダイシングテープＤＴの周辺チップ６
を保持する部分に対応する背面が吸引部材により吸引され、加熱によるダイシングテープ
ＤＴの変形が抑制される。
【００３４】
　上記のような吸引加熱装置に接続された真空ポンプなどの吸引源の作動させることで、
ダイシングテープ背面を吸引し、テープを一時的に固定することができる。真空吸引加熱
装置の吸引時における負圧圧力としては、チップを破損しないように、２０ＫＰａ以上、
好ましくは７０ＫＰａ以上とするのが望ましい。なお、本発明におけるダイシングテープ
背面の吸引は、吸引源の作動によって発生させる負圧によるものであってもよいし、吸引
源を作動させ、停止した後に残存する負圧によるものであってもよい。
【００３５】
＜加熱工程（３）＞
　本発明では、上記のような吸引部材を用いて、ダイシングテープＤＴの周辺チップ６を
保持する部分に対応する背面が吸引部材により吸引され、気密的に固定された状態におい
て、加熱工程（３）を行う。
【００３６】
　具体的には、少なくとも加熱工程（３）によりダイシングテープＤＴの周辺チップ６が
保持されている部分が変形を起こす寸前に吸引されている状態である必要がある。
【００３７】
　加熱工程（３）の開始後、周辺チップの飛散等が発生するまでの時間は条件によって異
なり、また個体差があるので、吸引工程（２）と加熱工程（３）とは、同時に開始するか
、吸引工程（２）をはじめに開始し、吸引状態を維持しつつ、加熱工程（３）を開始する
ことが好ましい。吸引工程（２）と加熱工程（３）とを同時に開始する場合には、たとえ
ば吸引加熱装置の、ダイシングテープの周辺チップ６を保持する部分に対応する背面との
接触部を加熱しておき、その後、ダイシングテープ背面側を吸引加熱装置の吸引部に載置
すると同時に、ダイシングテープの周辺チップ６を保持する部分に対応する背面への吸引
を開始すればよい。
【００３８】
　また、吸引工程（２）の後に、加熱工程（３）を開始する場合には、ダイシングテープ
背面側を吸引加熱装置の吸引部に載置し、吸引源を作動し、ダイシングテープの周辺チッ
プ６を保持する部分に対応する背面への吸引を開始した後に、吸引源の作動を継続しなが
ら、加熱装置を作動し、ダイシングテープの周辺チップ６を保持する部分に対応する背面
との接触部を加熱すればよい。吸引加熱装置は、稼動している間は高温を保っていること
が多いため、吸引工程（２）と、加熱工程（３）は同時に開始することがより好ましい。
【００３９】
　吸引は、周辺チップの飛散等が生じない程度にダイシングテープの変形が進行すれば、
終了してもよいが、加熱工程（３）の完了までの間は、吸引を行っていることが好ましい
。
【００４０】
　加熱工程（３）における加熱温度および加熱時間は、特に限定はされず、収縮性フィル
ム２が変形しうる温度、時間であればよく、収縮性フィルムの材質、性質に応じて適宜に
設定される。何ら限定されるものではないが、一般的に、ダイシングテープＤＴを８０～
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１５０℃、３０～１２０秒間程度に加熱すればよい。
【００４１】
　上記のようにダイシングテープＤＴを加熱することで、収縮性フィルム２が変形する。
チップ直下の収縮性フィルム２の収縮に伴い、粘着剤層３も変形し、図３に示すように、
チップ状部品５と粘着剤層３との接触面積が激減し、またこの際にチップ状部品５と粘着
剤層３との間にずれ応力が生じるため、チップ状部品５と粘着剤層３との間の接着力が低
下する。なお、ダイシングテープＤＴの粘着剤層３を紫外線硬化型粘着剤により形成した
場合は、ダイシングテープＤＴの背面側から紫外線を照射し、粘着剤層３を硬化して粘着
力を低減させる。紫外線照射は、加熱工程、ならびに場合によって行われる後記の吸引工
程（５－１）および（５－２）での剥離を効率的に行わせるために、加熱工程（３）なら
びに吸引工程（５－１）および（５－２）の前に行うことが好ましいが、その後であって
もよい。
【００４２】
　本発明では、ダイシングテープの周辺チップを保持する部分に対応する背面を吸引によ
り加熱工程の際に固定しているため、周辺チップが保持されたダイシングテープ周縁部の
加熱工程における急激かつ過度な変形を抑制できる。このため、周辺チップの飛散等が抑
制され、チップ状部品の破損が防止される。
【００４３】
　周辺チップが飛散する理由は、チップ状部品５の下の収縮性フィルムの場合では、収縮
性フィルムがダイシングにより分離され孤立された状態となっており、収縮が収縮性フィ
ルムの面の中央方向に向かって均一に起こるのに比べて、周辺チップ６が粘着剤層３を介
して保持されている収縮性フィルムは、一端がリングフレームに固定されているので、収
縮が外周方向にのみ向かう偏ったものとなりやすいことや、周辺チップ６は面積が小さい
いので、小さな力でも飛散等が起こりやすいことであると推測される。
【００４４】
　しかし、吸引工程（２）でダイシングテープの周辺チップ６を保持する部分に対応する
背面を吸引することによりダイシングテープが一時的に固定され、収縮により生じる周辺
チップ６への力が規制され、加熱工程（３）における周辺チップ６の飛散等を抑制するこ
とができると考えられる。
【００４５】
＜ピックアップ工程（４）＞
　上記のような吸引工程（２）加熱工程（３）、ならびに場合によって行われる後記の吸
引工程（５－１）および（５－２）を経た後、ダイシングテープＤＴの粘着剤層表面には
、チップ状部品５が一定の間隔で整列し、粘着剤層とチップ状部品５との間の接着力は低
下している。したがって、チップ状部品のピックアップを容易に行うことができる。
【００４６】
　チップ状部品のピックアップ方法は特に限定はされず、従来の突き上げ針を用いたピッ
クアップ方法であってもよいが、本発明では、チップ状部品５と粘着剤層３との間の接着
力が低いため、突き上げ針を使用せずに、吸引コレットのみによってチップ状部品のピッ
クアップが可能になる。
【００４７】
　具体的には、チップ状部品５の位置をセンサーなどで検出して、図示しない吸引コレッ
トを左右に移動して位置決めして下降させることによって、チップ状部品５が個々に吸引
されてピックアップされ、別途用意したＴＡＢテープなどの電子部品実装用フィルムキャ
リアテープなどにダイボンディング（実装）される。この際、従来のように突き上げピン
を使用しなくてすむので、チップ状部品の損傷や、チップ状部品下面への粘着剤の付着が
防止できる。
【００４８】
　本発明のピックアップ方法は、突き上げ針による突き上げを行わないことができ、かつ
周辺チップの飛散等が抑制されるため、特にＴＳＶチップのピックアップに好適である。
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【００４９】
＜吸引工程（５－１）＞
　本発明のピックアップ方法では、ダイシング工程後、加熱工程（３）の際にチップ状部
品５および周辺チップ６を保持しているダイシングテープＤＴの背面を吸引部材に対面さ
せて、ダイシングテープのチップ状部品５を保持する部分に対応する背面を吸引してもよ
い。
【００５０】
　本発明のピックアップ方法をこのようなプロセスとすることで、チップ状部品５がきわ
めて薄いチップや特殊な形状のＴＳＶチップ等である場合に生じるチップ状部品５の飛散
や傾きをも抑制することができる。また、ダイシングテープＤＴの加熱変形によるチップ
の剥離を進展させ、ピックアップを容易とすることができる。
【００５１】
　加熱工程（３）の際にチップ状部品５を保持する部分に対応するダイシングテープＤＴ
の背面を吸引固定した場合に、チップ状部品５が剥離して飛散することなどが抑制される
ことと、チップ状部品５の剥離が進展することという、一見相反する二つの現象が同時に
起こることは驚くべきことである。ダイシングテープ背面の吸引の作用では、ダイシング
テープの急激かつ過度の変形を抑制し、瞬間的に進行する速い剥離を抑制する効果と、加
熱による変形とは異なる態様の変形を生じさせ、剥離を穏和に進展させる効果が並存して
いると考えられる。
【００５２】
　加熱工程（３）の際に吸引工程（５－１）を行う具体的な手法は、吸引工程（２）にお
いて、吸引および加熱を行うのを、チップ状部品５を保持する部分に対応する背面とする
以外は、吸引工程（２）についてと同様の手順により行うことができる。
【００５３】
　吸引工程（５－１）を加熱工程（３）の際に行う場合には、吸引は加熱工程（３）の完
了よりも前に終了してもよいし、加熱工程（３）の完了と同時に終了してもよいし、加熱
工程（３）の完了後も継続していてもよい。チップ状部品５の飛散等を抑制する目的から
、少なくとも加熱工程（３）の完了まで吸引を持続させることが好ましい。加熱工程（３
）の完了後も吸引を継続する場合は、加熱工程（３）の際に吸引工程（５－１）を行うこ
と、および以下に述べる加熱工程（３）の後に行う吸引工程（５－２）の両方を行ってい
ることになる。
【００５４】
　吸引工程（５－１）は、加熱工程（３）の際に行うことが吸引工程（２）と共通してい
るので、吸引工程（２）と同時に開始してもよいし、吸引工程（２）と同時に終了しても
よい。
【００５５】
＜吸引工程（５－２）＞
　本発明のピックアップ方法では、ダイシング工程後、加熱工程（３）の完了後にチップ
状部品５および周辺チップ６を保持しているダイシングテープＤＴの背面を吸引部材に対
面させて、ダイシングテープのチップ状部品５を保持する部分に対応する背面を吸引して
もよい。本発明のピックアップ方法をこのようなプロセスとすると、加熱工程（３）の際
にチップ状部品５を保持する部分に対応するダイシングテープＤＴの背面が吸引固定され
ていない場合には、チップ状部品５の飛散等を抑制する効果はないものの、ダイシングテ
ープＤＴの加熱変形によるチップの剥離を進展させ、ピックアップを容易とすることがで
きる。本発明のピックアップ方法をこのようなプロセスとすることで、より大きなチップ
状部品５であっても、突き上げ針による突き上げなしでピックアップを行うことが容易と
なる。
【００５６】
　加熱工程（３）の後に、吸引工程（５－２）を行う場合には、加熱工程（３）が完了し
た後に吸引工程（５－２）を開始することになる。その具体的な手法は、加熱工程（３）
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の際に、吸引工程（２）および吸引工程（５－１）を行った場合には、これらの吸引工程
を引き続き行えばよい。また、ダイシングテープ背面側を吸引加熱装置の吸引部に載置し
た後、加熱手段を作動し、吸引工程（２）を行うとともに、吸引工程（５－１）を行わず
に、ダイシングテープのチップ状部品５および周辺チップ６を保持する部分に対応する背
面との接触部を加熱し、ダイシングテープが変形するのに十分な時間を経過した後に加熱
装置を停止し、次いで吸引源を作動してダイシングテープのチップ状部品５を保持する部
分に対応する背面への吸引を開始すればよい。吸引工程（５－２）を加熱工程の後に行う
場合には、吸引工程（５－２）は剥離の進展が行われた後に終了すればよい。
【実施例】
【００５７】
　以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。ピックアップ方法を用いてチップをピックアップした際のピックア
ップ性を以下のように評価した。
【００５８】
［ピックアップ性］
　吸引コレットのみで剥離できるかを５回評価した。表中、「○」は、５回とも問題なく
チップを剥離できたことを意味し、「△」は１回でも剥離できなかったことを意味する。
【００５９】
（実施例１）
＜ダイシングテープの製造＞
（１）有機溶剤中でブチルアクリレート６０重量部、メチルメタクリレート２０重量部、
２－ヒドロキシエチルアクリレート２８重量部からなる共重合体１００ｇに対して３３.
６ｇメタクリロイルオキシエチルイソシアネートを反応させて得られたポリマー１００重
量部、紫外線硬化型反応開始剤３重量部、架橋剤（イソシアナート系）1重量部との反応
物を作成した。
【００６０】
（２）上記（１）で得られた粘着剤組成物を、剥離処理された厚さ３８μｍのポリエチレ
ンテレフタレートフィルム上に乾燥後の厚さが１０μｍとなるように塗布し、１００℃で
１分間加熱し、乾燥させた。次いで、熱収縮性ポリエチレンテレフタレートフィルム（厚
さ３０μｍ、１２０℃における収縮率が５０％）を、該剥離処理されたポリエチレンテレ
フタレートフィルム上の粘着剤層側に貼合し、収縮性粘着フィルムを作成した。
【００６１】
（３）ブチルアクリレート８０重量部、アクリル酸２０重量部からなる共重合体１００重
量部と、架橋剤（イソシアナート系）０．1重量部、有機溶剤の混合物を作成した。
【００６２】
（４）上記（３）で作成した粘着剤組成物を、非収縮性エチレン-メタクリル酸共重合体
フィルム（厚さ８０μｍ、１２０℃における収縮率が０．１％）上に乾燥後の厚さが１０
μｍとなるように塗布し、１００℃で１分間加熱して乾燥し、非収縮性粘着フィルムを作
成した。次いで、（２）で作成した収縮性粘着フィルムの収縮性フィルム基材側に、非収
縮性粘着フィルムの粘着剤層を貼合し、ダイシングテープを作成した。 
【００６３】
＜チップの製造およびピックアップ＞
　直径８インチ、３０μｍ厚みのシリコンウエハを、上記ダイシングテープから厚さ３８
μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離除去して露出させた粘着剤面に貼着し
た。テープの外周部の粘着剤面を８インチウエハ用リングフレームに貼着して固定した。
テープ上のウエハをダイシング装置（ＤＦＤ６５１、ディスコ株式会社製）で、ダイシン
グ（チップサイズ：１２ｍｍ×８ｍｍ）し、チップ状部品および周辺チップを得た。ダイ
シング時には、ウエハとともにダイシングテープの粘着剤層表面から７０μｍの深さまで
切り込むようにダイシングし、熱収縮性ポリエチレンテレフタレートフィルムを完全に切
断した。
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【００６４】
　ダイシング終了後、紫外線照射装置（Ａｄｗｉｌｌ　ＲＡＤ－２０００ｍ／８、リンテ
ック株式会社製）を用いて、ダイシングテープに紫外線照射（２３０ｍＷ／ｃｍ２、１９
０ｍＪ／ｃｍ２）を行った。図６に示されるものと同様の吸引テーブルを１１０℃に加熱
してチップ状部品を保持する部分および周辺チップを保持する部分、すなわち切断分離前
のウエハ全体に対応するテープ背面を吸引し固定した（吸引圧８５KPa（負圧）、６０sec
）。吸引を終了後、ダイシングテープを吸引テーブルから取り上げた。これにより、加熱
工程（３）の際に吸引工程（２）および吸引工程（５－１）が同時に開始されて行われた
。ウエハ外周部の小さいチップ状部分（周辺チップ）は飛散および傾きが起こらず、テー
プに固定されていた。その後、取り上げたダイシングテープから、吸引コレット（AG-I/5
0N-100kN、ＳＨＩＭＡＤＺＵ製）で、ピンによる突き上げを行うことなくチップ状部品の
ピックアップを行った。結果を表１に示す。
【００６５】
（実施例２）
　実施例１と同様に、テープの準備、ウエハの貼着、ダイシングおよび紫外線照射（２３
０ｍＷ／ｃｍ２、１９０ｍＪ／ｃｍ２）を行った。実施例１と同じ吸引テーブルにてチッ
プ状部品を保持する部分および周辺チップを保持する部分、すなわち切断分離前のウエハ
全体に対応するテープ背面を吸引し固定（吸引圧８５KPa（負圧））した。吸引固定の後
に、吸引状態を維持しつつ加熱（１１０℃、６０sec）を行った以外は実施例１と同様の
操作を行った。これにより、加熱工程（３）の際に吸引工程（２）および吸引工程（５－
１）が行われた。ウエハ外周部の小さいチップ状部分（周辺チップ）は飛散および傾きが
起こらず、テープに固定されていた。その後、取り上げたダイシングテープから、実施例
１と同様にチップ状部品のピックアップを行った。結果を表１に示す。
【００６６】
（比較例１）
　実施例１と同様に、テープの準備、ウエハの貼着、ダイシングおよび紫外線照射（２３
０ｍＷ／ｃｍ２、１９０ｍＪ／ｃｍ２）を行った。紫外線照射の後に、テープを図５に示
されるのと同様の構造の吸引テーブルにより加熱（１１０℃、６０sec）した。その後、
周辺チップを保持する部分に対応するダイシングテープの背面を吸引した（吸引圧８５KP
a（負圧）、６０sec）。これにより、加熱工程（３）の後に吸引工程（２）が行われた。
ウエハ外周部の小さいチップ状部分は加熱の最中に飛散した。その後、吸引テーブルから
取り上げたダイシングテープから、実施例１と同様にチップ状部品のピックアップを行っ
た。結果を表１に示す。
【００６７】
（比較例２）
　実施例１と同様に、テープの準備、ウエハの貼着、ダイシングおよび紫外線照射（２３
０ｍＷ／ｃｍ２、１９０ｍＪ／ｃｍ２）を行った。紫外線照射の後に、テープを図６に示
されるのと同様の吸引テーブルにより加熱（１１０℃、６０sec）を行った。次に、チッ
プ状部品を保持する部分および周辺チップを保持する部分、すなわち切断分離前のウエハ
全体に対応するテープ背面を吸引し剥離を進展させた（吸引圧８５KPa（負圧）、６０sec
）。これにより、加熱工程（３）の後に吸引工程（２）および吸引工程（５－２）が行わ
れた。ウエハ外周部の小さいチップ状部分は加熱の最中にテープから飛散した。その後、
吸引テーブルから取り上げたダイシングテープから、実施例１と同様にチップ状部品のピ
ックアップを行った。結果を表１に示す。
　以上の結果を下表にまとめる
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【表１】

【符号の説明】
【００６８】
ＤＴ：ダイシングテープ
１：非収縮性フィルム
２：収縮性フィルム
３：粘着剤層
４：接着剤層
５：チップ状部品（半導体チップ）
６：周辺チップ
７：リングフレーム
ＳＷ：板状部材（半導体ウエハ）
８：回路
１０：真空吸引加熱装置
１１：吸引テーブル
１２：バキュームライン
１３，２３，３３：加熱装置
１４：隔壁
１５：分岐弁
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